
個人番号カード（写）等貼付台紙の記入について 

 高等学校等就学支援金の申請には保護者のマイナンバー（個人番号）が必要です。 

 

◎マイナンバー書類は下記のいずれかを貼り付けてください。 

     ・マイナンバーカード（裏面のコピー） 

     ・住民票※マイナンバーの記載のあるもの（原本またはコピー）   

・マイナンバー通知カード（コピー）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※マイナンバーの提出が難しい方は、個別に対応しますので事務室までご連絡ください。 

マイナンバーは保護者の

人数分の提出が必要です。 

組（科）は 
「機械」「電気」「情報電子」 
「環境エネルギー」「建設」 
から記入してください。 

ふりがなを忘れずに 
記入してください。 

通知カードは原則使用不可ですが、 
下記の場合使用可能です。 
・記載事項に変更がない場合 
・記載事項について R2.5.25 までに変更

手続きが完了している場合（住所・氏名

など） 
 
※変更のある場合、裏面の写しも提出し

てください。（貼付は不要です） 


